（様式6-2）
赤　　　紙
（朱色とする）
 (
 
使用禁止
　　　　　　　　　　　　北　見　市
)
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○この指示に従わないときは、建築主、工事施工者に対し、建築基準法の規定による命令処分を行い、工事現場に命令の標識（立看板）を設置します。
○この工事について指導をしますので建築主、工事施工者、設計者は大至急下記までおいでください。
　　年　　月　　日
　　
北見市都市建設部建築
指導課
　　〒090-8501　北見市
大通西３丁目１
番地
１
TEL
　
0157-25-1154
　　
FAX
　
0157-25-1207
)















